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当社元従業員による不正行為に関するお知らせ 
 
 誠に遺憾ながら、この度、当社元従業員により不正行為が行われていたことが判明いたしました。 
 株主・投資家の皆様をはじめ取引先および市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけす

ることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。 
 当社といたしましては今回の不正行為が行われた事実を厳粛に受け止め、再発防止に向け全社をあげ

て取り組んでまいります。 
 

記 
 
１．不正行為の概要 

 本年 11 月の資材検収におきまして、特定資材の不自然な大量発注を発見したため内部調査を進

めました結果、当社元従業員が営業担当職であった平成 19 年 11 月より平成 24 年 9 月 28 日退職

までの間、及び退職後の平成 24 年 10 月 1 日から平成 26 年 12 月までの間に特定資材を大量に発

注・送付させるとともに不正に転売し、その代金を着服していた事実が判明いたしました。 
 当該不正行為発覚後、直ちに内部調査を実施するとともに平成 26 年 12 月 19 日社内調査委員会

を設置し、社内調査を進めております。現時点では当該不正行為の詳細は明確ではなく、被害金額

につきましても現在調査中であります。 
現在、判明している金額は約 710 百万円です。 

 
２．業績への影響 

 当該不正行為による被害金額については、過年度に発生した金額約 594 百万円はすでに過年度決

算において費用として計上されております。当事業年度におきましても、当事業年度発生金額約 116
百万円は過年度同様に費用計上されております。今後の調査により影響額を精査検証してまいりま

すが、平成 27 年 3 月期の通期業績予想につきましては、現時点において修正を行う予定はありま

せん。 
 

３．今後の対応 
 当該不正行為発覚直後から内部調査を実施するとともに、その全容解明と再発防止策の検討およ

び他の潜在的な不正の有無を調査するため、社外監査役である弁護士をはじめとした外部専門家を

含めた社内調査委員会（弁護士 2 名、代表取締役・経営管理本部長・総務部長の社内 3 名）を設置

し社内調査を進めておりますが、必要に応じて第三者委員会を設置することも視野に入れておりま

す。社内調査は、第 3 四半期の四半期報告書提出日を目処に終了させる予定で進めてまいります。 
 なお、当該不正行為に対し、刑事責任を追及するための刑事告訴や被害額の回収を行うための民

事上の損害賠償請求を速やかに対応してまいります。 
 本件につきましては、新事実判明の都度速やかに開示してまいります。 

以 上 


